
令和８年度

主 要 事 業 一 覧 表

岡山県新見市



(1) 満奇洞整備事業 事業費：31,600千円

(2) ジャパンエコトラック事業 事業費：6,907千円

(3) 観光地経営戦略策定事業 事業費：7,828千円

(4) 観光協会組織強化事業 事業費：11,000千円

(5) 神郷温泉施設整備事業 事業費：16,200千円

(6) 紙の館・水車小屋屋根修繕事業 事業費：6,000千円

(7) モンベルフレンドタウン登録事業 事業費：924千円

(8) 観光ＰＲ事業 事業費：38,934千円

(9) 新見高校コーディネーター配置事業 事業費：533千円

(10) 高校魅力化推進事業 事業費：9,060千円

モンベルクラブ会員（約１１８万人）に優待特典を地域ぐるみで提供することを目的に、モ
ンベルフレンドタウンとして登録します。

マスコットキャラクター「にーみん」グッズの活用やふるさと観光大使を活用した関西圏へ
の情報発信など、都市圏に向けて本市の観光資源を効果的にＰＲします。

新見高校の魅力化推進を図るため、高校へ常設のコーディネーターを配置し、普通科の探究
活動における関係機関との調整や高校魅力化推進事業の申請手続、取りまとめなどの事務処
理支援などを行います。

令和９年度開催予定の「森の芸術祭晴れの国岡山」に向けて、満奇洞へのアクセス道路及び
駐車場（大型バス旋回場）整備や第１駐車場付近から洞入口までの間に昇降機を設置しま
す。（当初予算では、設計委託費及び用地取得費を計上）

新たな観光客層の発掘と滞在型観光を促進するため、(株)モンベルと連携し、サイクリング
コース等のルート選定及びルートマップ作成などをはじめとするジャパンエコトラック事業
に取り組みます。

観光振興を中長期的なビジョンで実現するため、観光地経営戦略を官民一体となって策定し
ます。

（一社）新見市観光協会の組織強化を図り、更なる観光振興を目指すため、新たに観光事業
に特化して募集を行った地域おこし協力隊２名を配置します。

露天風呂壁面の再塗装や受水槽の更新など、施設の長寿命化を図るために必要な整備を行い
ます。

紙の館・水車小屋の茅葺き屋根が経年劣化により破損していることから、ガルバリウム鋼板
へ葺き替えを行います。

市内高校の魅力向上を図るため、高校生が充実した学校生活を送ることができる支援を行い
ます。

都市から新見へ 新しいひとの流れをつくる事業
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(11) 新見公立大学運営費交付金交付事業 事業費：1,153,559千円

(12) 新見公立大学地域連携運営事業 事業費：6,000千円

(13) アメリカニューパルツ中学生受入事業 事業費：959千円

(14) ふるさと納税促進事業 事業費：88,159千円

(15) 企業版ふるさと納税促進事業 事業費：1,100千円

(16) 関係人口創出事業 事業費：20,907千円

(17) 移住交流支援センター運営事業 事業費：12,208千円

(18) サテライトオフィス進出支援事業 事業費：3,400千円

(19) 地域おこし協力隊事業 事業費：25,528千円

(20) 地方創生テレワーク推進事業 事業費：2,530千円

地域外から意欲ある人材を受け入れ、新たな視点・発想により本市の地域資源を再発見し、
地域の元気づくりにつなげます。

サテライトオフィスを誘致し、地元での雇用と新たなビジネスを創出することで、就職時の
若者流出を防ぎ、移住者の増加を図ります。

サテライトオフィス進出検討企業の将来的な進出につなげるため、本市を視察する際の宿泊
費や交通費等のほか、令和８年度から実際に進出する企業に対し、費用の一部を助成しま
す。

新たに直営管理とし、移住相談窓口機能を４月から新見駅前に移転します。また、市職員２
名や移住コンシェルジュ３名を配置し、相談体制を強化します。

地域経済の活性化と住みよいふるさとづくりを推進するため、ふるさと納税を通じた本市の
特産品のＰＲを行います。

企業版ふるさと納税による企業からの寄附を推進するため、ポータルサイト（企業版ふるさ
と納税専用サイト）を活用した寄付の推進を図ります。

公立大学法人新見公立大学に対して、地方独立行政法人法の規定に基づき、運営費交付金を
交付します。

友好親善の一層の促進を図るため、姉妹都市縁組を締結しているアメリカニューパルツから
中学生１３名を受け入れます。（令和８年５月２４日～２８日　計５日間受入予定）

新見公立大学の地域共生推進センターに専門員を配置し、地域をテーマとした講演会、ワー
クショップ等の市民への学びの提供、同大学生の地域課題探求活動の支援を行います。

関係人口創出に向け、本市の応援団となるふるさと市民へ新たに「にーみんポイント」を付
与するほか、引き続き「にーみーとツアー」を実施するなど、来市の機会を創出します。
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(21) お試し暮らし支援事業 事業費：720千円

(22) 空き家活用推進事業 事業費：40,000千円

(23) 移住定住奨励事業 事業費：14,000千円

(24) 小規模多機能自治一括交付金事業 事業費：47,033千円

(25) 結婚新生活支援事業 事業費：5,600千円

(26) 対外広報戦略強化事業 事業費：3,484千円

(27) 行政窓口事務郵便局委託事業 事業費：1,321千円

(28) 宿直業務外部委託事業 事業費：9,200千円
市役所本庁舎で実施している宿直業務を令和８年１０月から外部（民間）委託します。（日
直業務は職員対応を継続）

新郷、新砥、萬歳の各市民センター及び足立連絡所の窓口業務を郵便局に委託します。

新見市版地域共生社会構築計画に基づき、小規模多機能自治に取り組む地域運営組織に財政
支援策として、使途に必要以上の制限を設けない一括交付金を交付します。（３０団体を予
定）

夫婦ともに３９歳以下かつ世帯所得５００万円未満の世帯に対し、結婚に伴うスタートアッ
プに係る住宅取得費用や賃借費用、引越費用、リフォーム費用のほか、家電・家具購入費用
の一部を助成します。

ショート動画の制作や市公式ＳＮＳ「新ハッ見！みんなのにいみ愛�」の運用など、ＳＮＳ
を使った対外広報戦略を強化し、本市を県外及び海外に発信することで交流人口及び関係人
口の拡大を図ります。

移住希望者やにいみｄｅ子育て体験事業の対象者に対し、市内での生活を実体験できる機会
を提供するため、滞在費（宿泊費）の一部を助成します。

移住希望者や市内在住者のうち４０歳以下の人、又は中学校卒業までの子を養育している人
が市内定住を目的に空き家を活用する場合、購入費や改修費等を助成します。

移住定住を推進するため、市内に住民票を有しIＪＵターンや卒業等で就職した人に対し、
奨励金としてにーみんポイントを付与します。（ＩＪＵターン者：２０万ポイント　新卒
者：１０万ポイント）
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(1) 妊娠・出産包括支援事業 事業費：6,363千円

(2) 母子保健ＤＸ事業 事業費：8,521千円

(3) 妊婦のための支援給付事業 事業費：16,422千円

(4) 子育て支援医療費給付事業 事業費：98,486千円

(5) 出生祝金拡充事業 事業費：19,400千円

(6) 放課後児童健全育成事業 事業費：64,040千円

(7) 放課後児童クラブ運営委託事業 事業費：21,000千円

(8) 学校給食費無償化事業 事業費：110,000千円

(9) 小学校熱中症対策事業 事業費：2,100千円

(10) 中学校施設空調整備事業 事業費：90,800千円

子育て世帯に対して、子どもの月齢に合わせた子育て情報等を発信するほか、オンライン予
約や予防接種サービスなどの提供を行うため、子育て支援アプリを活用します。

保護者の経済的負担を軽減し、子どもたちの健やかな成長を支援するため、新見市立の小中
学校における学校給食費を全額公費で負担します。（学校給食への千屋牛の提供など、学校
給食地域特産物利用推進事業も継続）

熱中症リスクの高い徒歩通学の小学生に対して、冷却用設備の不要な２８℃以下で自然凍結
するランドセル用接触冷感パッドを購入し、児童に貸与します。

市内中学校の教室に設置されている空調設備の更新や新設を計画的に行います。（令和８年
度：２校）

民間団体が独自に設置・運営していた放課後児童クラブの支援員不足や運営に係る保護者負
担を解消するため、希望する放課後児童クラブについては、令和９年１月（予定）から市が
設置し、民間企業に運営を委託します。

妊娠・出産・子育ての一貫した伴走型相談支援と妊娠・出産時の関連用品の購入助成や一時
預かり等の利用者負担軽減を図る経済的支援を一体的に行います。（妊娠期５万円、出産後
５万円を交付）

子育て環境の充実のため、市独自の取組として１８歳まで医療費自己負担分の全額を給付し
ます。

出生時に１０万円を給付している出生祝金について、第２子以降の給付額を増額します。
（第２子以降１０万円ずつ増額し、第５子以降は５０万円（現金とにーみんポイントを１／
２ずつ）を給付）

放課後の時間帯等に保護者が就労等で不在の児童を健全に育成するため、地域や保護者等が
中心となって遊びや生活の場を提供する放課後児童クラブに対して、運営補助金を交付しま
す。※令和８年１２月分まで（予定）

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の体制を確保し、安心・安全で健やかな妊
娠・出産・産後をサポートします。

若者が結婚･出産･子育ての希望を実現できる地域をつくる事業
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(11) 大佐中学校区小中一貫校整備事業 事業費：973,000千円

(12) 小中学校施設ＬＥＤ化事業 事業費：140,500千円

(13) 授業用タブレット更新事業 事業費：74,956千円

(14) 学力向上推進事業 事業費：967千円

(15) ＩＣＴ教育推進事業 事業費：19,755千円

(16) ドローンプログラミング事業 事業費：5,194千円

(17) インクルーシブ教育推進事業 事業費：51,012千円

(18) 教師業務支援事業 事業費：41,676千円

(19) 長期欠席・不登校対策事業 事業費：7,440千円

(20) 思春期こころの学校健診事業 事業費：678千円

児童生徒の学力向上を図るため、小３～中３へ自己認識、生活学習習慣などの総合質問紙調
査（i-check）を実施します。

ＧＩＧＡスクール構想実現のため、全小中学校に導入したタブレット端末や電子黒板などを
活用し、ＩＣＴ教育指導員及び支援員を配置するなどＩＣＴ教育を推進します。

児童生徒の論理的思考力を伸ばすため、ドローンを活用したプログラミング教育を市内全小
中学校で実施します。

大佐地区の刑部小学校と大佐中学校を一体とした施設一体型小中一貫校の整備を行います。
（令和８年度は、校舎新築等工事（校舎新築、体育館等改修、外構等）、情報通信工事、工
事監理業務委託を実施）

市内小中学校の照明器具のＬＥＤ化を令和７年度～９年度の３か年計画で行います。（令和
８年度：小学校３校・中学校１校）

市内全小学校及び中学校で授業等に使用しているタブレット（iＰａｄ）を計画的に更新し
ます。（令和８年度：全小学校分約１，０００台）

1人１台端末を活用した思春期こころの学校健診を実施して、思春期における心や体調の変
化を把握し、早期に医療介入を図ることで身体と心の状態を改善させ、不登校を未然に防ぎ
ます。

児童生徒の特性に応じた教育の充実や学力の向上等を図るため、支援員等の配置や特別支援
教育推進センターによる支援を行います。

教師業務アシスタントや校務員等を配置することにより、教員の働き方改革を推進し、児童
生徒の指導や授業の準備に集中できる体制の構築を目指します。

長期欠席・不登校対策として、思春期こころの学校健診や適応指導教室「新生塾」運営事業
に引き続き取り組みます。
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(21) ふるさとキャリア教育推進事業 事業費：3,823千円

(22) 部活動地域展開推進事業 事業費：3,600千円

(23) 寺子屋にいみ運営事業 事業費：34,947千円

(24) 哲多せせらぎ公園遊具等改修事業 事業費：31,500千円

本市の豊富な地域資源や人材を活用し、学校、家庭、地域が連携した地域学習を行うことで
地域への愛着や地元貢献意識を育み、将来を担う人材の育成を目指します。

令和１０年度末に予定している部活動地域展開に向けて、将来的に地域での教員に代わる持
続可能な指導者の確保につなげるため、部活動指導員の配置を拡充します。

新見公立大学生が指導を行う寺子屋にいみ（公営塾）を運営し、大学生のアルバイト先の確
保も行いながら、３大検定（漢検・英検・数検）合格に向けた学習を行い、市内小中学生の
学習習慣の定着と基礎学力向上にも取り組みます。

平成１６年に設置された園内の遊具について、遊具の撤去及び新設工事を行います。
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(1) 産地維持拡大奨励金交付事業（栽培面積の維持・拡大） 事業費：951千円

(2) 産地維持拡大奨励金交付事業（生産戸数の維持・拡大） 事業費：300千円

(3) 新規就農者育成総合対策事業 事業費：25,500千円

(4) スマート農業推進事業 事業費：4,200千円

(5) 耕畜連携推進事業 事業費：4,000千円

(6) 飼料生産基盤拡大事業 事業費：3,000千円

(7) 有害鳥獣捕獲奨励補助事業 事業費：9,875千円

(8) 農作物被害対策事業 事業費：31,443千円

(9) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 事業費：27,977千円

(10) 千屋牛生産基盤拡大事業 事業費：3,000千円

ぶどう、もも、りんどう、トマト、大根の生産面積維持拡大のため、農地中間管理機構を通
じて賃貸借契約を締結し、対象品目の栽培面積を維持・拡大する場合、農地の借り手及び貸
し手に対して、奨励金を交付します。

生産戸数の維持・拡大に向け、農業後継者（事業継承した認定農業者）又は新規就農者（認
定新規就農者）に対して、奨励金１０万円を交付します。

新規就農後の経営を発展させるため、機械・施設等の導入に係る経費の一部を支援します。

意欲ある担い手を支援するため、ロボット技術や情報通信技術を活用して、省力化・精密化
や高品質生産を実現するスマート農業機器の購入費や、ドローン操作に必要な資格取得費等
の一部を助成します。

水稲農家の経営安定のため、飼料作物・ＷＣＳ用稲・飼料用米への転作に対し上乗せ助成を
行い、水田の遊休農地化を防ぐとともに、畜産飼料の自給率向上を図ります。

粗飼料生産組織又は組織に位置付けを予定している者に対し、飼料生産基盤拡大に必要な飼
料収穫用機械又は飼料の一時保管設備整備費用の一部を助成します。

有害鳥獣を捕獲し駆除するため、駆除班へ猪・猿等の捕獲奨励金などを支給します。（令和
８年度から、全額公費で設置した檻による猿の捕獲については、１年目から３万円支給に拡
充）

猪・猿等による農作物被害軽減のため、捕獲柵や防護柵等の設置に係る経費を助成します。

現在、受益のない市内２箇所のため池について、防災減災を目的とした廃止工事を行いま
す。

３年間で千屋牛の飼養頭数２０頭以上の増頭を目指す畜産農家や法人に対し、牛舎等の施設
整備又は自給飼料収穫用機械等の設備整備費用の一部を助成します。

地域に仕事をつくり、経済が好循環する環境をつくる事業
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(11) 和牛改良事業 事業費：9,000千円

(12) 千屋牛生産振興奨励事業 事業費：4,500千円

(13) 切り捨て間伐支援事業 事業費：2,500千円

(14) ウッドスタート事業 事業費：7,743千円

(15) 地域林業担い手育成事業 事業費：2,885千円

(16) 木材生産向上支援事業 事業費：40,000千円

(17) 森林境界明確化事業 事業費：89,919千円

(18) 新見産材のぬくもりを活かした家づくり支援事業 事業費：12,000千円

(19) 木造住宅建築業者支援事業 事業費：5,500千円

(20) 新たな森林管理システム構築事業 事業費：4,800千円

優良牛認定委員会で認定された繁殖雌牛を５年間保留する場合、１頭あたり３０万円の補助
金を交付します。

意欲ある経営体の千屋牛生産振興を図るため、黒毛和種雌牛を自家で生産し保留又は市場等
から購入した場合、奨励金を交付します。

森林の公益的機能発揮及び森林所有者の生産意欲向上を図るため、切り捨て間伐に係る経費
の一部に対して補助金を交付します。

木育の推進を図るため、新見産木材を活用した木のおもちゃを市内で製作し、対象者に配布
します。（令和８年度から新たに「ヒノキタンブラー」、「ひのきのネクタイピン」を配
布）

未来につなぐ新見の林業会議「担い手対策部会」を中心に、若者や移住者等に向けた林業の
ＰＲ活動や就業相談等を行い、林業の担い手を確保します。

森林施業等の効率化と生産性の向上を推進するため、新規購入に比べて安価な中古高性能林
業機械等購入費の一部を助成します。

新見市森林管理用ＧＩＳシステムを活用し、航空画像や航空レーザー解析データ等を基に森
林所有者への確認作業を行い、森林境界の明確化を行います。

新見産材の需要拡大のため、木造住宅の新築又は既存住宅の増改築に係る経費の一部を助成
します。

住宅建築を請け負った建築業者に対し、建築に係る経費の一部を助成します。

適切な管理が行われていない森林を市が所有者から委託を受けて管理するため、経営管理の
委託意向調査から森林整備まで行う「新たな森林管理システム」を構築します。
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(21) 木質バイオマス利用促進事業 事業費：26,000千円

(22) 植林促進事業 事業費：25,500千円

(23) 再造林促進事業 事業費：4,000千円

(24) 森林由来Ｊ－クレジット創出事業 事業費：258千円

(25) 産業施設出店支援事業 事業費：20,000千円

(26) 中小企業支援補助事業 事業費：18,700千円

(27) 新規就職者等支援事業 事業費：16,300千円

林地残材を未利用材としてチップ工場に搬出し、市内の木質バイオマス発電所で利用した場
合や、未利用材の搬出等を条件に作業道を開設した場合に経費の一部を助成します。

植林作業の担い手確保・育成による継続的な森林整備が行える体制の整備と、森林資源の循
環利用を図るため、皆伐跡地に植林を実施した事業者に対して補助を行います。

次世代へ豊富な森林資源をつなぐため、再造林を実施した場合、森林所有者に対して奨励金
を交付します。

Ｊ－クレジット制度を利用し、市有林の適正な管理により増加するＣＯ２吸収量を森林由来
Ｊ－クレジットとして創出・販売します。

産業に係る地域課題（Ａ級食材を活用した飲食店誘致、支局管内等への小売店誘致、市内へ
のフランチャイズ店誘致等）の解決に資する事業へ取り組む事業者に対し、経費の一部を支
援します。

市内の中小企業が技術又は製品の販路開拓、店舗改修、外国語表記のホームページ等の作
成、省力化を図る設備の導入を行う場合などに必要とする経費の一部を補助します。

市内事業所に就職した人に対し、奨励金として最大３０万円分のにーみんポイントを付与し
ます。（１年毎に１０万円分を最長３年支給。市内の高校・大学新卒者は初年度に１０万円
分を加算）
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(1) 全世代交流型施設設置事業 事業費：984千円

(2) 障害者地域生活支援事業 事業費：40,520千円

(3) 障害者就労継続支援事業所支援事業 事業費：2,000千円

(4) 障がい者計画等策定事業 事業費：4,597千円

(5) 福祉職員定着奨励金給付事業 事業費：200千円

(6) 福祉のまちづくり推進体制整備事業 事業費：1,144千円

(7) リエイブルメントプログラム導入事業 事業費：14,100千円

(8) 高齢者捜索位置検索事業 事業費：728千円

(9) 高齢者捜索身元確認事業 事業費：537千円

(10) 高齢者ＩＣＴ見守り事業 事業費：2,122千円

障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を送れるようにするため、相談支援や日常
生活用具給付事業などの各種支援事業に引き続き取り組みます。また、令和８年度は新見市
障害者自立支援協議会が設立２０周年を迎えることから、記念事業を開催します。

障害者福祉基金を活用し、市内の就労継続支援事業所の活動が継続的に行われるようにする
ため、省力化や環境改善に資する備品購入等の経費の２／３（５０万円を上限）を助成しま
す。

令和７年度に実施したアンケート結果等をもとに、令和９年度から令和１１年度までを計画
期間とする障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画を策定します。

市内の福祉サービス事業所の福祉人材確保のため、新たに対象事業所へ就職した人に対し、
定着奨励金として最大５０万円を支給します。（１年毎に１０万円支給し最長５年）

新見市地域共生社会推進本部・実務者会議の開催や全国サミットへの参加などを通じ、新見
公立大学を核とする産学官民連携による地域共生社会「新見モデル」の構築を進めます。

日常生活に何らかの支援が必要となり始めた高齢者に対して、リハビリテーション専門職に
よる短期集中サービスを提供することで、３か月間で元の生活を取り戻せるように支援しま
す。

認知症等が原因で行方不明になる恐れがある在宅の者が所在不明になったときに、現在位置
を早期に把握するため、対象者にＧＰＳ端末の貸与等を行い、家族等が安心して介護できる
環境を整備します。

認知症高齢者が所在不明となった際の早期の保護や引渡し等を図るため、対象者の衣類など
に貼り付け可能な「二次元コードシール」を配布するとともに、二次元コードを読み取るこ
とで家族等と連絡ができる体制を整備します。

在宅高齢者の日常生活の不安を解消するため、対象者に緊急通報端末や人感センサーを貸与
し、緊急事態等の通報や状況に応じた救急車等の出動要請、親族及び協力者への情報提供及
び連絡等を行う体制を整備します。

地域共生社会「新見モデル」の構築を推進するため困難や孤独などを抱える子どもから高齢
者までの様々な世代が集い交流できる多世代交流拠点を新たに新見駅前に整備します。

魅力的で持続可能な地域をつくる事業
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(11) 在宅医療・介護等連携共通ツール導入事業 事業費：171千円

(12) 高齢者等タクシー利用助成事業 事業費：28,984千円

(13) 介護職員定着奨励金給付事業 事業費：2,150千円

(14) 介護手当給付事業 事業費：19,139千円

(15) 口から食べる幸せプロジェクト 事業費：730千円

(16) 救急安心センター事業 事業費：189千円

(17) 第３次新見市健康増進計画策定事業 事業費：3,700千円

(18) 看護学生奨学支援金給付事業 事業費：7,200千円

(19) 看護師定着奨励金給付事業 事業費：800千円

(20) 地域総合整備資金貸付事業 事業費：129,000千円

医療・介護事業所の連絡をスムーズに行うため、ＩＣＴを活用した情報共有ツール（無料ア
プリ）を導入します。

運転免許を保有していない７５歳以上の高齢者や障がい者・要介護者等に対して、タクシー
料金の一部を助成し、日常生活の利便性の向上と経済的負担の軽減を図ります。

介護事業所の人材確保のため、市内介護事業所へ就職した人に対し、定着奨励金として最大
５０万円を支給します。（１年毎に最大１０万円支給し最長５年）

６５歳以上の寝たきり又は中度以上の認知症の状態にある高齢者を在宅で常時看護又は介護
している人に対して、月額１万円を支給します。

青壮年期の歯周疾患罹患者数の減少及び重篤化を予防し、定期的な歯科健診の受診及び正し
いセルフケアの定着などの行動変容を促すため、歯周疾患検診の受診勧奨や簡易スクリーニ
ング検査を実施します。

病気やケガをした際に救急車を呼ぶべきか電話で相談できる「救急安心センター事業（＃７
１１９）」について、令和８年４月から利用を開始します。（「にいみ２４時間安全安心相
談ダイヤル」は令和８年３月末で終了）

令和１０年度～１８年度の９年間を期間とする「第３次新見市健康増進計画」を策定しま
す。（令和８年度は、第２次計画の最終評価や第３次計画の策定に必要なアンケート調査の
実施や集計、結果分析を実施）

地域医療を支える看護師不足を解消するため、市内の医療機関に看護師として勤務する意志
のある学生に対し、修学に必要な資金を給付します。

看護師確保のため、市内医療機関へ就職した４５歳未満の人に対し、定着奨励金として最大
５０万円を支給します。（１年毎に１０万円支給し最長５年）

地域振興に資する民間投資を支援するため、長期の無利子資金を民間事業者に融資します。
（融資先：社会福祉法人日翔会　対象事業：市内に建設する介護職員用宿舎整備事業）
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(21) 山田方谷顕彰事業 事業費：1,723千円

(22) 社会体育施設設備更新事業 事業費：98,900千円

(23) まなびの森新見図書館開館１０周年記念事業 事業費：792千円

(24) 新見美術館将来構想会議 事業費：578千円

(25) 公民館施設改修事業 事業費：23,600千円

(26) 文化交流館設備整備事業 事業費：202,700千円

(27) 公民館防犯カメラ整備事業 事業費：2,900千円

(28) 消費生活センター設置事業 事業費：2,948千円

(29) おおさ総合センター改修事業 事業費：87,200千円

(30) 防災マップ更新事業 事業費：12,100千円

令和８年度が山田方谷没後１５０年を迎えることから、方谷を顕彰する講演会や有識者を招
へいした連続講座の実施のほか、のぼりの製作や説明看板の更新等を行います。

老朽化した社会体育施設の改修・更新を行います。（ピオーネ球場照明ＬＥＤ化、大佐Ｂ＆
Ｇ海洋センター改修設計委託、防災公園陸上競技場写真判定装置更新、ピオーネ球場スコア
ボードシステム更新）

まなびの森新見図書館開館１０周年を記念し、文筆業に従事する著名人を講師に迎え、講演
会を実施します。

新見美術館の今後のあり方等について、目指すべき方向性やコンセプト、立地条件や運営等
について提言をいただくため、有識者等で構成する「新見美術館将来構想会議」を開催しま
す。

市内公民館の調理室等へエアコンを設置するとともに、照明器具のＬＥＤ化を実施します。
（令和８年度は、エアコンを３施設、ＬＥＤ化を３施設で実施）

建設から２０年以上経過した「まなび広場にいみ」の空調機器、音響設備を更新します。

安心・安全のまちづくりを推進するため、市内１８公民館（本館）のうち、支局庁舎併設の
３公民館を除いた１５公民館について、正面玄関へ防犯カメラを設置します。

消費生活に関する相談を市内で完結させるため、消費生活相談員を常駐させた「新見市消費
生活センター」を設置します。（開設日：月～金曜日、開設時間：８時３０分～１７時１５
分）

公共施設機能再配置計画に基づき、おおさ総合センターの照明設備、電気設備、外壁、空調
設備等を改修します。（令和８年度～１０年度事業　総事業費 約２６０，０００千円）

作成から５年が経過した防災マップについて、中小河川の浸水想定区域の反映や令和８年度
から運用開始となる新しい防災気象情報に対応したものへ更新を行います。
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(31) 大規模避難所空調整備事業(小中学校体育館) 事業費：11,800千円

(32) 大規模避難所空調整備事業（新見公立大学体育館） 事業費：7,000千円

(33) 消防体制再編推進事業 事業費：1,000千円

(34) 小型動力ポンプ付積載車等更新事業 事業費：15,400千円

(35) 情報通信高度化事業 事業費：701,200千円

(36) 「書かない窓口」導入事業 事業費：15,600千円

(37) 入札参加資格審査申請システム・契約管理システム導入事業 事業費：38,600千円

(38) 除雪トラック更新事業 事業費：23,000千円

(39) 除雪基地設置事業 事業費：15,600千円

(40) 道路メンテナンス事業 事業費：186,500千円

避難所に指定されている市内小中学校の体育館について、児童・生徒数の多い小中学校から
優先的に空調設備を整備します。（令和８年度は、思誠小学校及び新見第一中学校を整備す
るため、実施設計を委託）

避難所に指定されている新見公立大学体育館は、近年の猛暑に伴い夏季の室温が高温となる
ことから、新たに空調設備を整備します。（令和８年度は実施設計を委託）

持続可能な消防体制の構築と消防力の充実強化を図るため、消防庁舎移転後の実働状況を踏
まえ、新見市消防体制基本構想検討委員会で審議を重ね、計画的に消防体制の見直しを進め
ます。

購入から２５年以上が経過し、老朽化が進む消防団用積載車及び小型動力ポンプを計画的に
更新し、迅速かつ安全な消防活動体制を確保します。（令和８年度は２台更新）

公設民営で運営していた通信・放送事業を民設民営方式に変更するため、経費の一部を市が
負担し、民間事業者による施設整備に取り組みます。（事業予定期間：令和８年度～令和１
０年度）

タブレットパソコンを活用した「書かない窓口」を市役所及び各支局で導入し、行政窓口の
混雑緩和や市民サービスの質向上、業務効率化を図ります。

入札参加資格審査申請を電子化することで、事業者と市双方の業務効率向上を図るととも
に、契約管理システムを導入し、迅速な情報公開に繋げることで、入札・契約の透明性と信
頼性向上を図ります。

冬季積雪時の生活道路の交通を確保するため、除雪トラックを１台更新します。

千屋地区に除雪基地を新設します。（令和８年度は、ボーリング調査や測量・設計等を実
施）

総合的なインフラ老朽化対策や事前防災・減災対策に取り組むため、橋梁や跨線橋の点検及
び補修工事を行います。
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(41) 道路新設改良事業 事業費：352,200千円

(42) 社会資本整備総合交付金事業 事業費：190,639千円

(43) 緊急自然災害防止対策事業（道路・河川） 事業費：392,800千円

(44) 新見駅周辺まちづくり事業 事業費：11,000千円

(45) 金谷土地区画整理事業 事業費：202,015千円

(46) 市営住宅高尾団地建替事業 事業費：156,080千円

(47) 空家等適正管理支援事業 事業費：10,500千円

(48) 木造耐震診断・耐震改修促進事業 事業費：2,750千円

(49) 芸備線再構築協議会負担事業 事業費：7,500千円

(50) 芸備線利用促進実証運行事業 事業費：13,800千円

過疎対策事業債等を活用し、道路改良や舗装工事を実施します。（新見公立大学線など）

総合的なインフラ老朽化対策や事前防災・減災対策に取り組むため、道路改良工事や道路法
面の落石対策工事を行います。

災害発生の予防及び災害拡大を防止するため、法面・路肩工事や舗装・側溝工事、護岸改修
等を行います。

新見駅周辺まちづくり基本構想及びにいプロ未来ビジョンに基づき、官民の幅広い関係者が
参画するエリアプラットフォームである「新見駅周辺みらいプロジェクト」の運営及び民間
主体のイベント事業を支援します。

金谷地区に、防災ネットワーク道路にもなる都市計画道路を基軸とした市街地整備を行いま
す。（令和８年度は、令和９年度の工事着手に向けた詳細設計、仮換地指定業務等を実施）

主要地方道新見勝山線バイパス事業に伴い、市営住宅高尾団地の建て替えを行います。（令
和８年度は建築工事を実施）

空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、空家の除却や付帯工事を実施した場
合に、経費の一部を補助します。（補助率１／３　補助上限額５０万円）

木造建築物の耐震化等を促進し、地震等による人的・経済的被害を軽減するため、耐震診断
や改修費用の一部を助成します。（令和８年度から耐震改修の補助上限額を増額）

芸備線再構築協議会の運営に当たって必要となる費用及び調査事業や実証事業の実施にかか
る費用の一部を負担します。

ＪＲ芸備線の利用促進と効率的で持続可能な交通体系を構築するため、哲西地域で乗合タク
シーの実証運行を引き続き行います。
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(51) 鉄道利用促進事業 事業費：1,000千円

(52) 県境鉄道サミット連携事業 事業費：600千円

(53) 公募型鉄道利用促進事業 事業費：1,000千円

(54) 地域公共交通計画に基づく公共交通再編事業 事業費：45,464千円

(55) 市街地循環バス運行補助事業 事業費：11,500千円

(56) 飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助事業 事業費：725千円

(57) リチウムイオン電池拠点回収事業 事業費：308千円

(58) 脱炭素促進事業 事業費：6,300千円

(59) クリーンセンター基幹的設備改良事業 事業費：243,700千円

(60) 処理センター整備事業 事業費：74,495千円

地域公共交通計画に基づき、新見南部乗合タクシーの本格運行を目指します。また、令和８
年度から新たに新見東部地域で乗合タクシーの実証運行を行います。

市街地循環バス「ら・くるっと」の運行路線を延伸させるとともに、利用者の多いエリアに
内循環線を新設することで２台運行を実現し、利便性向上を図ります。

地域猫活動を推進するため、野良猫を捕獲するための捕獲器の貸出や不妊去勢手術費の一部
を補助します。

安全な廃棄物の収集や選別作業を行うため、市役所本庁舎・各支局でリチウムイオン電池本
体やリチウムイオン電池使用製品の拠点回収を行います。

太陽光発電設備や蓄電池、電気自動車購入・普通充電器設置補助に加え、ＺＥＨ（ネット・
ゼロ・エネルギー・ハウス）住宅建築費に対する補助の拡充を行います。

ごみ焼却施設の安定的な稼働と延命化を図るため、クリーンセンターの基幹的設備を整備す
るとともに、老朽化による１号焼却炉ガス冷却室再燃焼室の耐火物修繕を実施します。

現在の埋立設備が令和１２年度で埋立終了となる計画であることから、次の埋立設備を同処
理センター内に増設します。（令和８年度は、生活環境影響調査や実施設計書の作成等を実
施）また、前処理施設では、機械の経年劣化による設備の更新を実施します。

ＪＲ利用者の増加を図るため、新見市鉄道利用促進協議会を中心に、にーみんポイントを活
用した利用促進の取組や利用啓発活動、各種イベント等を行います。

ＪＲ芸備線・木次線でつながる自治体（新見市、庄原市、奥出雲町）が連携し、地域住民の
利用促進に向けた機運の醸成、地域間交流の推進、両線の乗車人員の増加等を図ります。

市民団体等からＪＲ利用促進の提案事業を募集し、成果が見込める取組を選定し事業委託を
行います。
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